
JSAF 登録艇の民間救助組織「BAN」への加入特典について 

(公財)日本セーリング連盟 外洋艇登録事務局 

民間救助組織「BAN」へ JSAF 登録艇が加入するにあたっては、入会金が半額、さらに正

規のセールナンバーを登録している艇は 2000 円分の特典が付くことになりました。 

また、BAN ではこの 3 月までに入会すると、12 か月分の BAN 会費で、来年 3 月まで OK

というキャンペーンが行われています。例えば今年 2 月に入ると、来年 3 月まで 14 か月あ

りますが、12 か月分の BAN 会費支払いで OK です。 

この際、既に JSAF に艇登録をして正規のセールナンバー持っている艇はもちろん、正規

のセールナンバーを持っていない艇も是非セールナンバー登録をされて、BAN に加入され

たら如何でしょうか。 

＜対象艇＞ 

 JSAF に艇登録をしている艇（正規のセールナンバーを持っている JSAF 非会員艇も含み

ます。） 

 また、艇登録しているモーターボートも含みます。（ただし、モーターボートは 2000 円の

特典の対象にはなりません） 

 

＜特典＞ 

 ・入会金半額（BAN 入会時に BAN が割り引きます） 

 ・さらに 2000 円相当の特典（JSAF 外洋艇登録事務局から事後的に還付されます） 



＜手続き＞ 

 BAN は、最初の申込は各艇から直接 BAN の事務所に申込書をメール、FAX、郵送でお送

りいただきます。 

JSAF としての割引を受けるのには、その申込書の右下にある「取扱代理店名」のところ

に「日本セーリング連盟」と書いていただければ、JSAF 割引が受けられます。 

 

【セーリング・クルザーの救助実態】 

 ヨットはトラブルがあっても、セーリングで帰ってこられるので、モーターボートと違い

救助の必要性がないとお考えの方が多いですが、実際はそうではありません。 

 BAN の資料によると、ヨットの救助要請率は、モータ－ボートよりも高く、しかもラダ

ーの脱落や浅瀬への乗揚げなど、セーリングでハーバーに帰還出来ない深刻な事例が多いと

のことです。 


